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湖岳の郷設立の目的 
私たちの社会では高齢化が進み、介護を必要とする方が安心して暮らせる住まいの重要性が高まっています。

その中で、特別養護老人ホームは、生活の場として大切な役割を担っています。 

また、ショートステイはご家族の介護負担を軽減するとともに、ご利用者にとっても心身のリフレッシュにつ

ながる大切なサービスです。 

当法人は、平成7 年4月に、「湖岳の郷」を開設し、特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、

居宅介護支援事業を開始しました。 

さらに平成19 年4 月には、美浜町早瀬地区にグループホーム湖岳の郷を開設し、地域に根ざした福祉サービ

スを展開しています。 

両施設は、国定公園三方五湖に面し、久々子湖や日本海を望む自然豊かな環境にあり、静寂に包まれたこの地

で、利用者の皆さまは穏やかな日々をお過ごしになっています。 

高齢者の多くは、住み慣れた地域やご自宅で暮らすことを望んでおり、湖岳の郷では、家庭的で思いやりの心

を持ったサービスを提供しています。また、地元日本海で捕れる魚介類など四季折々の食事も提供しています。 

さらに、介護の「支え手の減少」を背景として進められている、国の介護職員等処遇改善策にも呼応し、人材

確保と育成に力を入れています。 

外国人人材の活用や職員の研鑽を通じて、サービスの質の向上を図るとともに、研修受講の支援や非正規職員

から正規職員への転換にも取り組んでいます。 
 

 <法人理念> …Corporate Philosophy 

「福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又は

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとし、それは良質かつ適切なも

のでなければならない。」この理念のもと、私たちは「その人らしい生活」と「尊厳」を大切にした支援を目指し

ています。 
 

 <ケア目標> 〔施設運営のモットー〕…motto 

① 地域に開かれた明るい施設（事業所）をめざす。 

② お年寄りを社会の先輩として敬い、生きがいを共に見いだす。 

③ 家庭的で人間味豊かな生活を職員だけでなく家族や地域と一緒に営んでいく。 

この基本方針を基に、介護老人福祉施設の使命を十分に認識し、公平かつ公正な施設運営を遵守して、利用者

一人一人のニーズと意思を尊重しながら、可能性の実現と日常生活の質の向上に留意して事業を展開致します。 
 

<特別養護老人ホーム湖岳の郷の理念> …philosophy 

・入所者の意志及び人格を尊重し、人生の先輩として敬い、常に入所者の立場に立ち、入所者が安心し生きがい

ある生活ができるように、明るく家庭的な雰囲気のもとで施設サービスを提供します。  

・地域や家庭との結びつきを重視し、地域福祉の核となる地域に根ざした施設づくりを目指します。 
 

<湖岳の郷の共通目標> …aim 

☆ 湖岳の郷の３つのこころ 

①『敬愛と奉仕のこころ』 ②『温かいこころ』 ③『協調のこころ』 
 

１．私たちは、利用者・家族一人一人の視点と思いを尊重し、明るく優しさと思いやりをもち、『敬愛と奉仕の

心』をもって生活の向上に努めます。 

２．私たちは、人権を尊重し、公平かつ公正を守り、『温かい心』を持って信頼に応えます。 

３．私たちは、人間愛と情熱をもってサービスの提供をすると共に、お互いが協力し合い、助け合い『協調の

心』をもって研鑚に励みます。 

４．私たちは、常に健康管理に心がけ、明るい職場作りに努めます。 

５．私たちは、地域福祉の拠点としての施設を認識し、福祉、保険、医療等との連携を強化し、地域福祉の向上

に努めます。 



湖岳の郷のあゆみ 
 

 平成 ５年 ８月  社会福祉法人 美方福祉会 設立準備委員会発足 

 平成 ６年 ３月  福井県知事より法人設立の認可 

 平成 ６年 ４月  社会福祉法人 美方福祉会 設立登記 

 平成 ６年 ８月  湖岳の郷新築工事着工 

 平成 ７年 ４月  湖岳の郷新築工事竣工 

 平成 ７年 ４月  特別養護老人ホーム湖岳の郷事業開始 

 平成 ７年 ５月  デイサービスセンター湖岳の郷事業開始 

在宅介護支援センター湖岳の郷事業開始 

ショートステイ事業開始 

 平成１１年１０月  介護保険法 指定居宅介護事業所指定を受ける 

 平成１１年１１月  美浜町居宅介護支援センター湖岳の郷事業開始 

 平成１２年 ３月  居宅サービス事業者 短期入所介護施設指定を受ける 

居宅サービス事業者 通所介護指定を受ける 

 平成１２年 ４月  短期入所生活介護湖岳の郷事業開始 

通所介護デイサービスセンター湖岳の郷事業開始 

 平成１４年 ３月  平成１３年度老人福祉施設整備事業交付決定を受ける 

 平成１４年 ４月  特別養護老人ホーム３０床増築工事着工 

 平成１５年 １月  特別養護老人ホーム３０床増築工事竣工 

 平成１５年 ２月  特別養護老人ホーム３０床増築部分事業開始 

 平成１６年１２月  デイホール増築工事着工 

 平成１７年 ４月  デイホール増築工事完了 

 平成１９年 ４月  グループホーム湖岳の郷事業開始（美浜町早瀬地区） 

 平成２３年 ６月  旧館２階食堂増築工事着工 

 平成２３年 ８月  旧館２階食堂増築工事完了 

 令和 6 年 ３月  放射線防護対策工事完了 

 令和 ６年１０月  デイサービス廃止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 施設の概要 
 

 設置・経営主 体  社会福祉法人 美方福祉会 

 

 施 設 名  特別養護老人ホーム    湖岳の郷（指定介護老人福祉施設） 

            短期入所生活介護     湖岳の郷（指定短期入所生活介護） 

            居宅介護支援センター 湖岳の郷（指定居宅介護支援事業所） 

 

 定 員    特別養護老人ホーム  ８０名 

            ショートステイ     １０名 

 

 建 設 概 要  鉄筋コンクリート造２階建塔屋付（付属等含む） 

１階面積    1,938.59 ㎡ 

２階面積    1,523.56 ㎡ 

塔屋面積          27.88 ㎡ 

延床面積    3,517.85 ㎡ 

 

 敷 地 面 積  自己所有面積  3,636.30 ㎡ 

借地面積    2,024.83 ㎡（宗教法人 曹洞宗 湖嶽山 龍澤寺） 

総面積      5,661.13 ㎡ 

 

 設 備  冷暖房設備完備、エレベーター設備２基設置、スプリンクラー設備完備 

            特殊浴槽設備１基設置 

 

 居 室  旧館 特養         ４人室・・・８室  ３人室・・・１室 

  １人室・・１５室 

            ショートステイ    ４人室・・・２室 ２人室・・・１室 

            新館 特養      ２人室・・１０室 1 人室・・１０室 

 

《居室・食堂・談話室》 

 

 

 

 

新館１人部屋            新館２人部屋      

 

新館食堂               新館談話コーナー 

 

 

 

 



施設の概要（各事業別） 
指定介護老人福祉施設･(介護予防)指定短期入所生活介護   特別養護老人ホーム/Special elderly nursing home 

特別養護老人ホーム 湖岳の郷 
運 営 方 針 

ご利用者一人ひとりの思いや尊厳を大切にし、常に介護が必要で、ご自宅での生活が難しい方に対して、施設サービス計画に基づき、入浴・排泄・食事

などの日常生活を支えます。また、常にご利用者の立場に立った支援を心がけ、明るく家庭的な雰囲気の中で安心して過ごしていただけるよう努めていま

す。地域やご家族とのつながりを大切にしながら、市町や医療・福祉関係機関とも連携し、その人らしい生活を支えていきます。 

施 設 の 概 要 

定員 特養80名 食堂 4 ヶ所 医務室 1 ヶ所 《浴室》特殊浴槽 1 基･一般浴 1 ヶ所 ｸﾞﾙｰﾌﾟ介護室 1 ヶ所 静養室 1 ヶ所 ﾄｲﾚ 6 カ所 談話室 2 ヶ所  

短期10 名 身障者ﾄｲﾚ5ヶ所 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ2基 介護職員室4ヶ所 1人部屋25室 2人部屋11室 3人部屋1室 4人部屋10室 

利 用 料 金                               2026.6.1～ 

【第１段階】世帯全員（世帯分離配偶者含む。以下同じ）が市町民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護等受給者 

【第２段階】世帯全員が市町民税世帯非課税かつ、本人年金収入等が80 万円以下 

【第３段階】①世帯全員が市町民税世帯非課税かつ、本人年金収入等が80 万円超120 万円以下 

②世帯全員が市町民税世帯非課税かつ、本人年金収入等が120 万円超 

※預貯金等…第1 段階…単身1,000 万円（夫婦2,000万円）以下  第2 段階……単身650 万円（夫婦1650万円）以下  

第3 段階①…単身550 万円（夫婦1550 万円）以下  第3 段階②…単身500 万円（夫婦1500 万円）以下 

※介護保険負担割合証に記載された負担割合(１割･２割･3 割)により介護ｻｰﾋﾞｽ費等の負担割合が変わります。(上記は全て1 割) 

 

協力医療機関  国立病院機構敦賀医療センター:℡0770-25-1600 敦賀温泉病院:℡0770-23-8210 中村歯科医院:℡0770-45-0020 

ｻｰﾋﾞｽ従事者の配置及び勤務体制   

◆施設長 ◆事務員 ◆生活相談員 ◆介護職員 ◆管理栄養士 ◆調理 ◆配置医 ◆介護支援専門員 ◆看護職員(機能訓練指導員兼務) 

⦿通常(日勤)9:00~18:00(介護･事務) その他(8:30~17:30や時短勤務あり)   ⦿遅出(調理)10:30~19:30 

⦿早出(介護･看護)7:00~16:00 (栄養士･調理)5:30~14:30          ⦿夜勤(介護)16:30~9:30 

 

区  分 項  目 
介護費（従来型個室・多床室） 30日合計（介護ｻｰﾋﾞｽ費＋居住費＋食費） 

特養加算等項目 費用 
1日 30日 多床室 (4 段階 ) 個室 (4 段階 ) 

特  養 

利用料 

要介護１ 589円 17,670円 99,870円 106,770円 ① 初期加算 30円/日 

要介護２ 659円 19,770円 101,970円 108,870円 ② 外泊時費用 246円/日 

要介護３ 732円 21,960円 104,160円 111,060円 ③ 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 50円/月 

要介護４ 802円 24,060円 106,260円 113,160円 ④ 安全対策体制加算 20円/回 

要介護５ 871円 26,130円 108,330円 115,230円 ⑤ 退所時情報提供加算(Ⅱ) 250円/回 

加算等 

の内容 

①新規入所・1ヶ月を越える入院後の再入所から３０日間 

②入院時又は外泊時の６日間のみ(月をまたぐ場合は最大１２日間) 

③入所者のADL、栄養、口腔、認知症等と疾病情報を厚労省に提出し、施設サービス計画を見直すなど質の高いサービスを提供する。（毎月） 

④外部研修を受けた担当者の配置。施設内に安全対策の委員会を設置し、組織的に安全対策を実施する体制を整備。（入所時1回限り） 

⑤医療機関へ退所（入院）する際、医療機関に対して入所者の心身の状況や生活歴などの情報を提供した場合（入所者１人につき１回限り） 

区 分 項  目 介護費１日 7日間 項  目 介護費１日 7日間 項  目 介護費１日 7日間 項  目 介護費１日 7日間 

短  期 

利用料 

要支援1 451円 3,157円 要介護１ 603円 4,221円 要介護３ 745円 5,215円 要介護５ 884円 6,188円 

要支援2 561円 3,927円 要介護２ 672円 4,704円 要介護４ 815円 5,705円  

短 期 

加 算 

送迎加算 片道 184円（計画上必要な利用者に対して、自宅と事業所間を実施した場合）（通常実施区域は美浜町・若狭町。区域外は 1 ㎞ 37 円）  

緊急短期入所受入加算 1日  90円 居宅サービス計画に位置付けられていない利用において、７日間を限度として（やむを得ない場合は１４日）  

長期利用者に対する減算 
連続31日目からの利用1日あたり ▲30円（要介護1～5） ※要支援1…442円/要支援2…548円） 

61日目からは基本利用料が30円差し引いた額となります（要介護度１…573円 要介護度2…642円） 

特 養 

短 期 
 

共 通 

加 算 
 

その他 

費 用 

介護職員等処遇改善加算Ⅱ(イ) 1ヶ月の「居住費・食費以外の利用料金」に対し15.9％が利用者負担 ※加算…施設体制や個人状況に

より対象の有無が変わります。 サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1日  6円 介護・看護職員の常勤職員７５％以上配置により 

夜勤職員配置加算(Ⅰ) 1日 １３円（要介護１～５のみ対象）（夜勤帯の職員が必要とされる時間帯に、基準の1名以上配置） 

療養食加算 1回  6円（短期8円）医師の食事箋に基づく治療食の提供。短期は配置医が利用ごとに食事箋を発行（心臓疾患食、潰瘍食、糖尿病食等）  

＊特別な食事･ｻｰｸﾙ材料代等…実費 ＊日用品（歯ﾌﾞﾗｼ･ﾃｨｯｼｭ等）…実費 ＊散髪代…1回1,500円（顔剃り別途500円） 

特 養 

短 期 

共 通 
 

居住費 

食 費 

利用者負担額 

段 階（※） 

居住費・滞在費（多床室） 居住費（従来型個室）…特養のみ 食 費（おやつ代込） 〈 〉内はショートステイ 

１日 ３０日 １日 ３０日 １日 ３０日 

第１段階   ０円  ０円    ３８０円  １１，４００円   ３００円  〈３００円〉 ９，０００円 

第２段階 ４３０円  １２，９００円    ４８０円  １４，４００円    ３９０円  〈６００円〉 １1，7００円 

第３段階① ４３０円  １２，９００円    ８８０円  ２６，４００円  ６５０円〈１，０００円〉 １９，５００円 

第３段階② ４３０円  １２，９００円    ８８０円  ２６，４００円  １，３６０円〈１，３００円〉 ４０，８００円 

第４段階 １，１４０円  ３４，２００円  １，３７０円  ４１，１００円  １，６００円〈１，6００円〉 ４８，０００円 

特定入所者 

介護ｻｰﾋﾞｽ費 

(利用者負担額) 



美浜町指定地域密着型サービス事業所-認知症対応型老人共同生活援助事業所/ Group Home 

グループホーム 湖岳の郷 

運 営 方 針 

ご入居者一人ひとりの思いや尊厳を大切にし、認知症になっても安心してその人らしく生活できるよう支援しています。 

少人数での共同生活の中で、入居者同士や職員と関わり合いながら、お互いに助け合い、家庭的な雰囲気の中で日々を過ごして

います。これまでの生活習慣や「できること」を大切にし、入居者と一緒に食事づくりや掃除、季節の行事などに取り組みながら、

日常生活を支えています。 

また、サービス計画に基づき、入浴・食事・排泄などのお手伝いを行うとともに、ご家族や地域とのつながりを大切にしながら、

医療・福祉関係機関とも連携し、安心して暮らせる環境づくりに努めています。 

行 動 指 針 （ ク レ ド ）  

「地域住民とのつながりを大切にし、誰でもが行き来できるようなグループホームを目指します。」 

……安心して穏やかな生活を維持できるよう努めます。…… 

（１）個人に合った環境作りをします （２）天気の良い日は、散歩や日光浴をします （３）地域の行事に参加します 

（４）家庭的な食事を提供します   （５）個人に合った趣味や学習等をおこないます 

利 用 料 金                            2026.6.1～ 

入居費用１日（1ヶ月）当たり 

要介護度別 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

①家 賃 1,000円 1,000 円 1,000円 1,000円 1,000円 

②水道光熱費 600 円 600 円 600 円 600 円 600 円 

③管理費 （なし） （なし） （なし） （なし） （なし） 

④食材料費 1,300 円 1,300 円 1,300 円 1,300 円 1,300 円 

⑤利用者負担金（１割として） 753 円 788 円 812 円 828 円 845 円 

⑥サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 6 円 6 円 6 円 6 円 6 円 

⑦1 日の費用(①+②+③+④+⑤+⑥) 3,659 円 3,694 円 3,718 円 3,734 円 3,751 円 

⑧1ヶ月の総額(⑦)×30日 109,770円 110,820円 111,540円 112,020円 112,530円 

加算について 

入居初期加算…1日/30円 入居後30日以内に限り 

（30日を超える病院等へ入院後に再び入居した場合も同様） 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）…1日/6円 看護･介護職員の総数のうち勤続7年以上の職員が30％以上 

医療連携体制加算（Ⅰ）ハ…1日/37円 看護師を職員として1名以上確保し、日常的な健康管理と緊急時

の対応が可能 

介護職員等処遇改善加算Ⅱ（イ）…介護サービス費と各加減算を加えた1ヶ月分に対して20.2％を乗じた金額 

認知症対応型入院時費用…病院又は診療所への入院を要した場合は、1ヶ月に６日を限度として所定単位数に代えて１日に

つき246円を算定 （※入院後３ヶ月以内に退院することが見込まれること ※入院の初日及び最終日は算定なし） 

その他の費用 

入居保証金…なし 寝具一組（1日）…７５円 

日常生活費…紙オムツ各種、理美容代、及びその他の日用品消耗品等で、個人的に使用するものは実費負担となります。 

また、個人的に嗜好品としての出前等も実費負担となります。 

協力病院・協力歯科医院 

医療法人 加藤医院（内科・消化器内科）℡0770-45-0048  独立行政法人国立病院機構 敦賀医療センター℡0770-25-1600 

医療法人 敦賀温泉病院        ℡0770-23-8210  医療法人 中村歯科医院          ℡0770-45-0020 

サービス従事者の配置及び勤務体制 

◆事業開設者     １名           ◆管理者     １名 

◆看護職員      ２名（兼務）       ◆介護支援専門員 １名 

◆介護職員     １２名（四交代制、パート含む）  

＊基準を満たした上で人数に変更が生じます 

通常の時間帯 9:00～18:00    遅出の時間帯 9:30～18:30  

早出の時間帯 7:30～16:30   夜勤の時間帯 16:30～9:30 

※お問合せ先※ 

〒919-1124 福井県三方郡美浜町早瀬7-31-5 

電話：0770-32-0505  Fax：0770-32-3255 

E‐mail：grouphome@kogakunosato.jp 

mailto:grouphome@kogakunosato.jp


指定居宅介護支援事業所/Home Care Support Office 

美浜町居宅介護支援センター 湖岳の郷 
 

運 営 方 針 

ご自宅で生活されている要支援・要介護の方が、安心してその人らしい生活を続けられるよう支援しています。 

ご本人やご家族の思いを大切にしながら、心身の状態や生活環境に合わせて、必要な介護サービスを一緒に考え、ケア

プランを作成します。 

また、さまざまな介護サービス事業所や医療機関、地域との連携を図りながら、安心して在宅生活を続けられるよう支

援しています。 

常にご利用者の立場に立ち、その人らしい暮らしを支えることを大切にしています。 

わたしたちは、介護についての不安や悩みを、一緒に考えながら支援しています。 

 

サ ー ビ ス 内 容 

・要支援・要介護認定等の申請援助 

・要支援・要介護認定調査 

・居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 

・居宅サービス事業者等との連絡調整 

・居宅サービス計画の実施状況の把握および給付管理表の提供 

・必要に応じて居宅サービス計画の変更 

・その他の便宣を計る 

 

営 業 日 及 び 時 間 

 

営  業  日 月曜日～金曜日 

休     日 土・日・祝祭日 

営 業 時 間 ８:３０～１７:３０   

 

通 常 の 事 業 実 施 地 域 

・美浜町･若狭町（旧三方町全域） 

 

利 用 料 金 

・無 料 

                       《お気軽にご相談下さい》 

サービス従事者の配置及び勤務体制             

・管理者（介護支援専門員と兼務）          

介護支援専門員 ２名 

 

・通常の勤務時間 ８:３０～１７:３０           

     

 

    ※お問合せ先※ 

   電話：0770-32-2083（居宅直通） 

※時間外（１７:３０～翌朝８:３０）及び土日祝祭日は、留守番電話による対応となります。 

   Fax：0770-32-2823（居宅直通） 

   E‐mail：kyotaku@kogakunosato.jp 

mailto:kyotaku@kogakunosato.jp


施設利用者の生活 
 ■特別養護老人ホーム・ショートステイ 

  日  課                   週  間 

6:00 起床（ﾓｰﾆﾝｸﾞｹｱ）   

7:15 朝食 

    10:00 自由時間（入浴・ｸﾗﾌﾞ活動等） 

       11:30 昼食 

       14:00 ﾘﾊﾋﾞﾘ体操・自由時間・入浴 

おやつ・ｸﾗﾌﾞ活動・外出・行事等 

       17:15 夕食・自由時間 

       21:00 就寝（消灯） 

    毎月１回…配置医往診 

夜間帯 0 時2 時に巡視・巡回を実施し状態を確認します。また、コール対応や排泄対応時にも状態の把 

握をすることで、夜間でも安心安全な生活ができるよう配慮しています。 
 ＊上記時間を基本に、入所者個人に合わせた個別対応に心がけています。                             

■特養・短期 
《歯科診療》…往診/歯科医師・歯科衛生士と連携     《オンラインレク》…大きな画面でみんな一緒に楽しみます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《料理レク》…作った野菜なども料理に使用します     《食事》…管理栄養士による栄養管理と食事の提供をしています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■グループホーム 
《キッチン》…出来たての料理を食べて頂きます      《お出かけ》…季節に合わせてお出かけしています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月曜日 一般浴(男性･旧館）･ｻｰｸﾙ活動等 

火曜日 一般浴(新館)･売店･ｻｰｸﾙ活動等 

水曜日 特殊浴･ﾘﾈﾝ交換･ｻｰｸﾙ活動等 

木曜日 一般浴(男性･旧館)･ｻｰｸﾙ活動等 

金曜日 一般浴(新館)･ｻｰｸﾙ活動等 

土曜日 特殊浴･行事･ｻｰｸﾙ活動等 

日曜日 行事･外出･ｻｰｸﾙ活動等 



■年間の主な行催事（特養） 

《お正月》…１月（近くの神社・お寺にお参り）     《お花見》…4月（施設の桜や地域の桜を見にお出掛け）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

《運動会》…5月（家族やボランティアと一緒に）    《外出》…6-7月（町外へとお出掛け） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

《夏祭り》…8月（地域とつながるお祭り）       《敬老祝賀会》…9月（各事業所の長寿者祝い） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

《文化交流祭》…１１月（入所者の発表や地域と交流）   《クリスマス会》…12月（職員と入所者による楽しい催し）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



利用の案内 
 ■特別養護老人ホームSpecial Nursing Home for the Elderly (Kogakunosato) 

  入所可能な方（Facility Use）…身体上または精神上の不自由で、常時介護が必要な要介護度３～５の認定を受けた方で、

入院加療を必要としない方が原則入所対応となります。なお、居宅での生活が困難で、やむを得ない事由がある

要介護度１～２の方も特例入所の対象となります。 

  施設の内容と費用…施設は常時介護や健康管理を受けながら生活できる施設です。詳しい内容は、このパンフレット内

施設の概要（各事業別）の指定介護老人福祉施設のページをご覧ください。 

  入所の手続き…市町発行の介護保険被保険者証（要介護３～５）と施設専用の申込用紙に記入の上で申込みとなります。

居宅サービスを利用されている方は、居宅介護支援事業所の発行するサービス利用票・利用票別表の直近３ヶ月

分のコピーも併せて提出してください。 

申込時に、内容確認を行い、施設での生活についてご説明することも可能です。 

なお、見学の対応なども含め、詳しくは事前に電話などにてお問合せください。 

また、要介護度１・２で申し込む際は、特例入所の対象となる理由をご記入の上、施設からは申込内容を保険者 

に照会等をして、申し込みの受け付け判断となります。詳しくは、施設の担当者へとお問合せください。 
 

 ■ショートステイ（短期入所生活介護）（Short Stay Service Kogakunosato） 

  利用可能な方（Facility Use）…身体上または精神上の不自由で、常時介護が必要と判定をされ、要支援 1～2・要介護

１～５の判定を受けた方で、入院加療を必要としない方。 

  施設の内容と費用…短期間の利用により、介護、健康管理のもと生活支援を受けていただけます。詳しい内容は、この

パンフレット内施設の概要（各事業別）の指定短期入所生活介護のページをご覧ください。 

  利用の手続き…居宅サービスのケアプランを立てている居宅介護支援事業所の介護支援専門員（ケアマネージャー）に

短期入所生活介護の利用における計画を立ててもらいます。ご利用を希望の場合は、担当の介護支援専門員にご

相談の上、ショートステイの利用をお申し込みください。利用前に、自宅等において面談をし、利用時における

説明や状態確認、送迎方法など確認させていただき、契約の上でご利用となります。 
 

 ■グループホーム（Group Home） 

  利用可能な方（Facility Use）…要介護１以上の方（美浜町在住）。認知症の診断を受けている方。他の入居者と共同生活

が可能な方。自傷他傷の恐れがないと判断された方。ご家族等の身元引受人のいる方（または成年後見人制度や

地域福祉権利擁護事業等を活用されている方） 

  施設の内容と費用…詳しい内容は、このパンフレット内のグループホーム湖岳の郷のページをご覧ください。 

  利用の手続き…直接グループホーム湖岳の郷へとお問合せください。申込書への記入をお願いします。 
 

 ■居宅介護支援センター（Home Care Support Office） 

  利用可能な方（Facility Use）…介護保険法に基づき、要介護認定申請を役場へ申請し、要介護１～５の判定を受けた方

で、居宅介護支援事業所（介護のケアマネジメント事業）の依頼をされる方。 

  施設の内容と費用…詳しい内容は、このパンフレット内の居宅介護支援事業所のページをご覧ください。 

  利用の手続き…居宅サービス計画作成依頼届出書を役場に提出する必要があります。届出書の提出代行もできますので、

お気軽にご相談ください。 
 

■個人情報の取り扱いについて 

   利用者様の個人情報については、関係法令および厚生労働省のガイドラインを遵守し、適正かつ安全に管理いたします。 

■各サービス利用・見学について 

各サービスの利用についてのお問合せや見学につきましては、下記の内容で受け付けております。 

どうぞお気軽にご連絡・ご来所ください。なお、担当が不在の場合はお時間を頂く場合があります。 

   受付時間：9時00分～18時00分（平日）  

連絡先：特養湖岳の郷  電話：0770-32-2082 グループホーム湖岳の郷 電話：0770-32-0505 

湖岳の郷のホームページやメールからも、お問合せや最新の情報をご覧いただく事が可能です。 

 

お問い合わせ先（Inquiry） 

URL： http://www.kogakunosato.jp/   E‐mail： info@kogakunosato.jp 

 

 

http://www.kogakunosato.jp/
mailto:info@kogakunosato.jp


 施設案内図（特養） 
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    平面図２階  
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特別養護老人ホーム湖岳の郷 

アクセス（access） 

【徒歩】JR 気山駅から約20 分 

【車】若狭三方 IC から約5 分 

湖岳の郷は、美浜町の送迎サービス〈チョイソコ〉

の停留所となっています。ご利用ください。 

道の駅 はまびより 

グループホーム湖岳の郷 

〒919-1124  

福井県三方郡美浜町早瀬7-31-5 

コンビニ 

コンビニ 


